
 令和 4 年度名古屋市教育委員会承認第 2 号 

 

   指定管理者の指定に関する専決処分について 

 

指定管理者の指定を行うにあたっては、地方自治法（昭和22 年法律第67 号）

第 244  条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を経る必要があります。 

議案の作成にあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31 年

法律第 162  号）第29 条の規定により教育委員会の意見を求められることについ

て、教育長等専決規則（昭和31 年名古屋市教育委員会規則第13 号）第 1 条第 3 

項の規定により令和 4 年11 月11 日専決処分により決定しました。 

上記のことについて教育長等専決規則第 1 条第 3 項ただし書の規定により、

教育委員会に報告し、その承認を求めます。 

 

  令和 4 年11 月22 日 

 

名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広  

    

 下記要項により、指定管理者を指定するものとする。 

 

記 

1  指定に係る施設の名称及び指定の相手方 

施設の名称 指定の相手方 

名古屋市中村生涯学習

センター 

名古屋市南区東又兵ヱ町 5 丁目 1 番地の16  

公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 

理事長  河 野 和 彦 

名古屋市熱田生涯学習

センター 

名古屋市南区東又兵ヱ町 5 丁目 1 番地の16  

公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 

理事長  河 野 和 彦 



名古屋市中川生涯学習

センター 

愛知県豊田市松ケ枝町 3 丁目30 番地 

ホーメックス株式会社 

代表取締役    原 幹 也 

名古屋市港生涯学習セ

ンター 

名古屋市南区東又兵ヱ町 5 丁目 1 番地の16  

公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 

理事長  河 野 和 彦 

名古屋市南生涯学習セ

ンター 

名古屋市南区東又兵ヱ町 5 丁目 1 番地の16  

公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 

理事長  河 野 和 彦 

名古屋市緑生涯学習セ

ンター（分館を除く。) 

名古屋市中区栄一丁目16 番 6 号 

シンコーグループ 

代表者  持 田  誠 

名古屋市名東生涯学習

センター 

名古屋市南区東又兵ヱ町 5 丁目 1 番地の16  

公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 

理事長  河 野 和 彦 

名古屋市天白生涯学習

センター 

名古屋市中区栄一丁目16 番 6 号 

シンコーグループ 

代表者  持 田  誠 

2  指定の期間  令和 5 年 4 月 1 日から令和10 年 3 月31 日まで 

 

 （理 由） 

 この案を提出したのは、指定管理者を指定する場合において、あらかじめ議

会の議決を経る必要があるによる。 

 

 

 

 

 

（生涯学習部生涯学習課） 


